
 

 

 

 電子提供措置の開始日 2026 年２月 25 日 

 

 

 

第 115回定時株主総会 

その他の電子提供措置事項 

（交付書面省略事項） 

 

   □事業報告 

    ・新株予約権等に関する事項 

          ・会計監査人の状況 

          ・業務の適正を確保するための体制 

   □連結計算書類 

    ・連結持分変動計算書 

    ・連結注記表 

   □計算書類 

    ・株主資本等変動計算書 

    ・個別注記表 



 
□事業報告 

 

新株予約権等に関する事項 

 

(1) 当社役員が有する新株予約権の状況（2025年12月31日現在） 

 該当する事項はありません。 

 

(2) 当事業年度中に当社使用人等に対して交付した新株予約権の内容の概要等 

 該当する事項はありません。 

 

会計監査人の状況 
  

(1) 会計監査人の名称 

 有限責任 あずさ監査法人 

 

(2) 会計監査人の報酬等の額 
 

区分 

前事業年度 当事業年度 

監査証明業務に基づく 
報酬（百万円） 

非監査業務に基づく 
報酬（百万円） 

監査証明業務に基づく 
報酬（百万円） 

非監査業務に基づく 
報酬（百万円） 

当社 144 ― 152 ― 

連結子会社 17 ― 17 ― 

計 161 ― 169 ― 
 

(注) 1. 監査役会は、会計監査人から前事業年度の監査計画と実績の比較、当事業年度の監査計画・監査予定時間・

報酬単価等について説明を受け、社内関連部門の見解を確認の上検討した結果、会計監査人の報酬等の額は

合理的な水準であると判断し、会社法第399条第１項の同意を行っております。 

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査、金融商品取引法に基づく監査及び連結

子会社として親会社へ報告する財務諸表の監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できない

ため、上記の「監査証明業務に基づく報酬」にはこれらの合計額を記載しております。 

 

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 

 監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると判断した場合、監

査役全員の同意により会計監査人を解任します。 

 また、監査役会は、会計監査人の適格性、独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂

行が困難であると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案の内容を

決定します。 
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業務の適正を確保するための体制 

 

(1) 業務の適正を確保するための体制の決議の内容の概要 

 当社グループは、「革新的な医薬品とサービスの提供を通じて新しい価値を創造し、世界の医療

と人々の健康に貢献する」というミッションを掲げ、その実現に向けて透明かつ公正で高い倫理性

を持った企業活動を追求しております。会社法に基づき、内部統制に関する基本方針を以下のとお

り取締役会にて決議し、当社グループの業務が適正に行われることを確保すべくより強固な体制を

構築しております。 

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

・取締役及び使用人はその職務の遂行に当たり、別に定める「中外製薬グループ コード・オ

ブ・コンダクト（CCC）」を遵守するものとする。 

・法令等遵守の統轄部署としてリスク・コンプライアンス部を置く。 

・監査部は、別に定める「内部監査基本規程」に基づき内部監査を行い、その結果を経営会議、

監査役会、及び取締役会に報告するものとする。 

・財務報告の信頼性を確保するための内部統制の体制を整備・運用し、適切に評価を行うものと

する。 

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

・取締役の職務遂行に係る文書及び情報については、別に定める「Record管理規程」及びその他

社内規程に基づき適切に保存･管理を行うものとする。 

・監査役会又は監査役が要求した場合、当該文書は速やかに閲覧に供されるものとする。 

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

・損失の危険の管理に関する規程その他の体制に関する事項については、別に定める「リスク管

理規程」及びその他社内規程に基づき、企業活動に影響を及ぼすおそれのあるリスクの未然防

止及びトラブル発生時における迅速･適切な対応を図るものとする。 

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会は各取締役の職務の執

行を監督するものとする。 

・取締役会の機能強化と迅速な意思決定を目的として、取締役員数の適正化と社外取締役の登用

を行うとともに、業務執行における役割責任の明確化を目的とした執行役員制度を導入し、効

率的な業務執行を図るものとする。 

・取締役会が有効かつ効率的に機能しているかを定期的に検証し、その結果を踏まえ適切な措置

を講ずるものとする。 

・別に定める「決裁規程」に基づき、迅速効率的な業務執行を図るものとする。 

⑤ 株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための

体制 

・別に定める「中外製薬グループ運営ポリシー」及び「中外製薬グループ管理ガイドライン

（Global）」に基づき関係会社ごとに管理組織を設置し、関係会社の職務の執行に係る事項の

報告に関する体制、損失の危険の管理に関する規程その他の体制、職務の執行が効率的に行わ

れること及び法令や定款に適合することを確保する体制を構築するなど、中外製薬グループに

おける業務の適正運営に努めるものとする。 

・監査部は、別に定める「内部監査基本規程」に基づき関係会社に対し、業務活動が法令及び定

款等に準拠して適正かつ効率的に運営されているかを監査するものとする。 

⑥ 反社会的勢力排除に向けた体制 

・「中外製薬グループ コード・オブ・コンダクト（CCC）」に基づき、反社会的勢力及び団体と

の一切の関係を排除するための社内体制を整備・維持するものとする。 

⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体

制 

・監査役会及び監査役の職務を補助する組織として監査役室を設置する。 
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⑧ 前項の使用人について、取締役からの独立性及び監査役の指示の実効性の確保に関する事項 

・監査役室は監査役会直属の組織とし、専任の当該使用人を置き取締役からの独立性及び監査役

の指示の実効性を確保するものとする。 

・監査役室に所属する使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等、雇用に係る重要事項について

はあらかじめ監査役会の同意を得るものとする。 

⑨ 取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人が監査役に報告するための体制そ

の他の監査役への報告に関する体制 

・取締役並びに子会社の取締役及び監査役は、監査役会が「監査役会規則」及び「監査役監査基

準」に基づき定めた事項を監査役に定期的に報告するものとする。 

・本項の報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないよう必

要な措置を講ずるものとする。 

⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

・代表取締役は監査役会と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備

の状況、監査上の重要課題について意見を交換し、相互認識を深めるよう努めるものとする。 

・中外製薬グループの取締役及び使用人は、監査役が別に定める「監査役監査基準」に基づき、

監査を行う場合にはこれに協力するものとする。 

・監査役の職務の執行について生ずる費用又は償還の処理については、監査役の請求等に従い速

やかに行うものとする。 

 

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

 当事業年度における主な運用状況は以下のとおりであります。 

【ガバナンスに関する事項】 

・患者・消費者の皆さまをはじめ、医療従事者、取引先、社会、従業員、株主等のすべてのステーク

ホルダーへの社会責任を果たすとともに、当社の持続的な成長と企業価値の向上を実現することを

目的として「中外製薬コーポレートガバナンス基本方針」を制定し、コーポレートガバナンスの適

切性を確保しています。 

・国内外関係会社の運営・管理にあたっては、「中外製薬グループ運営ポリシー」と「中外製薬グル

ープ管理ガイドライン（Global）」に則り、関係会社の経営全体を管理する「管理組織」や特定の

機能を支援する「機能担当組織」、専門的な指導・助言・協働を行う「職能別関連組織」を中外製

薬に設置し、各社の業務運営状況やリスク管理・コンプライアンスの取組み等を含む業務運営状況

をモニターしています。 

・経営会議にて承認された年間監査計画に基づき内部監査を行い、監査結果を取締役会、経営会議及

び監査役会に報告しました。 

 

【取締役の職務の執行に関する事項】 

・取締役の効率的な職務執行を監督するため、会社法第363条に基づき、代表取締役を中心に取締役

会において業務遂行状況を報告しました（１月、４月、７月、10月）。 

・東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める独立性判断基準を満たした社外取締役及

び社外監査役６名を「独立役員」として指定しています。 

・取締役会においては、CEOから業界環境動向と当社の現況等について情報提供を行い、社外取締役

及び社外監査役の職務の執行が効率的に行われるよう支援に努めています。 

・コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会における議論の活性化に必要な情報の提供及

び社外役員相互の連携強化等を目的として「社外役員連絡会」や「社外役員取締役会アフターレビ

ュー」を、また取締役会実効性向上の新たな取組みとして、メンバー間の意見交換の場「Board 

Round Table」を開催しました。 

・独立した客観的な立場から取締役に対する実効性の高い監督を行うことを確保するため、会社法上

の機関設計として、監査役会設置会社を採用しています。 

・取締役９名中６名が非業務執行取締役（うち独立社外取締役３名）であり、また独立社外役員を構
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成員に含む報酬・指名・特別委員会も設置し、監督機能を強化しています。 

・経営の意思決定及び監督と業務執行とを分離し、業務執行に係る迅速な意思決定を図るため、執行

役員制度を導入しています。 

・取締役会を11回、経営会議を51回開催しました。また特別委員会を３回、指名委員会を３回、報酬

委員会を２回開催しました。 

・取締役会における意思決定及び監督の実効性を担保するために、取締役会の実効性評価を実施して

います。2019年度より第三者評価機関による分析・評価とし、取締役、監査役全員を対象に2024年

度に係る自己評価アンケート（2024年12月）、第三者評価機関によるインタビュー（１月）を実施

し、取締役会の実効性が確保されているとの第三者評価機関による評価が得られました。この評価

結果をもとに、取締役会においてさらなる実効性向上に向けた議論を行いました（３月、４月）。 

 

【コンプライアンスに関する事項】 

・誠意ある企業行動によって社会から信頼され、永続的に社会に貢献する企業となるために、ミッシ

ョンステートメントの価値観（Core Values）に基づき、企業行動並びに社員行動の規準を中外製

薬グループ コード・オブ・コンダクト（CCC）として定めています。 

・経営会議の下部機関であるコンプライアンス委員会において、コーポレートコンプライアンス、ヘ

ルスケアコンプライアンス、GxPコンプライアンスという３つのコンプライアンス領域を俯瞰し、

重大なコンプライアンスリスクへの対応や実効性・効率性を高める施策について議論を行いました。

現時点で経営に重大な影響を与える事案はないことを確認しました。 

・中外製薬グループ共通の「インシデント報告システム」を通じて適切な初期対応や是正・再発防止

策等に取り組んでいます。インシデント防止の優先対応課題として、社内ルールやプロセスのシン

プル化に取り組みます。 

・人権デュー・ディリジェンスの一環として、「従業員の職場における人権」をテーマに、中外製薬

労働組合幹部との意見交換を実施しました。 

・CCCの定着・浸透を目的に、11月に当社及び国内関係会社の従業員を対象としたCCC・人権研修（e-

learning）を実施しました。当事業年度は、「カスタマーハラスメント及び中外製薬グループのハ

ラスメント防止・対応の仕組み」をテーマに、カスタマーハラスメントの基本的な知識と中外製薬

グループが取り組むハラスメント対策の仕組みの再周知を図る内容としました。 

・中外製薬グループに所属する全ての従業員が利用できる相談及び通報窓口としてCCCホットライン

を設置している他、2025年３月に新たに内部通報の外部受付窓口を設置しました。また、匿名性を

担保したグローバル機能としてChugai-Speak-Up Lineを設置しています。加えて、国連の「ビジネ

スと人権に関する指導原則」に基づく苦情処理メカニズムの要件を充足するため、一般ステークホ

ルダーによる通報手段として、Chugai-Speak-Up Lineの利用範囲や使用言語を拡充し、2025年３月

より新たな運用を開始しました。相談・通報の状況並びに留意事項について、コンプライアンス委

員会、並びに常勤監査役・子会社監査役へ定期報告しました。 

・「CCC」に反社会的勢力及び団体との一切の関係を排除することを明記し、関係排除に取り組んで

います。 

 

【リスク管理に関する事項】 

・「リスク管理規程」に基づき、経営会議の下部機関としてリスク管理委員会を設置しています。 

・リスク管理委員会では、中外製薬グループの主要リスクの対応状況やリスク管理のあり方等につい

て、四半期ごとに議論しています。２月に臨時リスク管理委員会を開催し、「セルセプト」の限定

出荷に伴う対応について議論しました。 

・2024年のリスク管理委員会活動状況と2025年の主要課題（中外製薬グループリスクコンプライアン

ス課題）について取締役会に報告しました。 

・2025年中外製薬グループリスクコンプライアンス課題として①「ERM (Enterprise Risk 

Management)のさらなる高度化と健全なリスク・コンプライアンスカルチャーの醸成」、②「過去

のリスク・コンプライアンス課題の対応状況・実効性の検証と改善（1.全社情報管理体制、2.海外
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子会社リスク・コンプライアンス体制）」を設定しています。 

・事業継続マネジメント（BCM）ガイドラインを策定し、BCPの品質管理ルールを定めるとともに、オ

ールハザード型の有事対応体制の構築、既存のBCPの見直しなどを行っています。 

・地政学リスクに対応した有事訓練、国内全事業所における地震BCP訓練を実施するとともに（全13

回）、サイバー攻撃発生時に早期対応するチームの役割分担明確化及び対応手順の具体化を目的に、

７回のワークショップ訓練を実施しました。ワークショップの結果を踏まえて、「サイバー攻撃発

生時における対応計画書」へ反映しました。 

 

【監査に関する事項】 

・取締役並びに主要な組織長、子会社の取締役及び監査役は、常勤監査役に適宜業務執行状況を報告

しています。 

・常勤監査役は経営会議に出席し、その業務執行について監督するとともに、サステナビリティ委員

会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、広報IR委員会等に同席し、関連する情報の把握

に努めています。 

・監査役会及び監査役の職務を補助する組織として監査役室を設置しており、円滑な監査役活動を支

援しています。監査役室員は「監査役監査基準」及び「決裁規程」により、その独立性が担保され

ています。 

・代表取締役及び業務執行取締役は監査役会と会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環

境整備の状況、監査上の重要課題について意見を交換し、相互認識を深めるよう努めました（２月、

７月、10月：代表取締役、業務執行取締役と意見交換実施）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(注) 1. 会社計算規則第120条第１項の規定により国際会計基準（IFRS）に準拠して連結計算書類を作成しております。 

2. 「事業報告」において、記載金額は単位未満を四捨五入し、株式数及び持株比率は単位未満を切り捨てて表

示しております。 
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連 結 持 分 変 動 計 算 書［国 際 会 計 基 準]

(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

(単位：百万円)

当社の株主持分

科目 資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

その他の
資本構成
要素

合計 資本合計

2025年１月１日現在 73,202 69,896 1,746,934 11,468 1,901,499 1,901,499

当 期 利 益 － － 434,012 － 434,012 434,012

その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融資産

－ － － 210 210 210

キ ャ ッ シ ュ ・
フ ロ ー ・ ヘ ッ ジ

－ － － △29,841 △29,841 △29,841

在 外 子 会 社 等 の
為 替 換 算 差 額

－ － － 10,137 10,137 10,137

確 定 給 付 制 度 の
再 測 定

－ － 8,603 － 8,603 8,603

当期包括利益合計 － － 442,615 △19,494 423,122 423,122

剰 余 金 の 配 当 － － △299,508 － △299,508 △299,508

株 式 報 酬 取 引 － 104 － － 104 104

自 己 株 式 － 515 － － 515 515

2025年12月31日現在 73,202 70,515 1,890,042 △8,026 2,025,732 2,025,732
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連 結 注 記 表

【連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記】

1. 連結計算書類の作成基準

連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、国際会計基準に準拠して作成してお

ります。なお、本連結計算書類は同項後段の規定により、国際会計基準で求められる開示項目の

一部を省略しております。

2. 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 15社

主要な連結子会社の名称 中外製薬工業株式会社、中外ベンチャー・ファンド・エルピー

3. 持分法の適用に関する事項

持分法適用の非連結子会社及び持分法適用関連会社の数

該当事項はありません。

4. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。

5. 会計方針に関する事項

(1) 金融商品の評価基準及び評価方法

① 金融商品の分類

当社グループはデリバティブ以外の金融資産を事後に償却原価で測定するもの、その他の包

括利益を通じて公正価値で測定するもの、または純損益を通じて公正価値で測定するものの

いずれかに分類しております。

金融資産は、金融資産の管理に関する企業の事業モデル、及び契約上のキャッシュ・フロー

の特性に基づき分類されます。当社グループは負債性金融商品、及び償却原価で測定される

金融資産につき、これらの資産の管理に関する事業モデルを変更した場合に、かつ、その場

合にのみ、分類を変更します。

当初認識時、当社グループは金融資産を公正価値で測定しております（当初認識時に取引価

格で測定される重大な金融要素を有しない営業債権を除く）。また、純損益を通じて公正価値

で測定する金融資産を除き、金融資産の取得に直接起因する取引コストを公正価値に加算し

ております。純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の取引コストは純損益に計上され

ます。

償却原価で測定する金融資産：

以下の要件がともに満たされる場合、「償却原価で測定する金融資産」に分類しております。

・契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有することを目的とする事業

モデルの中で保有されている場合

・契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが

所定の日に生じる場合

これらは当初認識後、償却原価で測定され、ヘッジ関係にない金融資産による収入または損

失は、その資産の認識の中止をした、あるいは減損された際に認識しております。これらの

金融資産による利息収入は、実効金利法に基づき、その他の金融収入に計上しております。

この分類には主に営業債権、現金及び現金同等物、預入期間が３か月超の定期預金が該当し

ます。
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その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品（FVTOCI負債性金融商品）：

以下の要件がともに満たされる場合、「FVTOCI負債性金融商品」に分類しております。

・契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方によって目的が達成される事業モデルの

中で保有されている場合

・契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが

所定の日に生じる場合

これらは認識時点での公正価値で当初測定した後、各会計期間末の公正価値で再測定してお

ります。公正価値の変動は、純損益に計上される減損、利息、外国為替損益を除き、その他

の包括利益として認識しております。資産の認識を中止する場合には、それまでその他の包

括利益として認識されていた累積損益を、資本から純損益に組替えております。FVTOCI負債

性金融商品に分類された金融資産から生じる実効金利法による金利収益はその他の金融収入

として計上しております。この分類には主に短期金融資産が該当します。

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品（FVTOCI資本性金融商品）：

資本性金融商品については、当初認識時に、事後の公正価値の変動をその他の包括利益に表

示するという取り消し不能の選択を行った場合に、「FVTOCI資本性金融商品」に分類しており

ます。これらは認識時点での公正価値で当初測定した後、各会計期間末の公正価値で再測定

しております。FVTOCI資本性金融商品に係る受取配当金は純損益にその他の金融収入として

計上しております。これらの資産に係るその他の損益は、その他の包括利益として計上して

おり、純損益に振替えられることはありません。なお、認識を中止した場合にはその他の包

括利益の累計額を利益剰余金に振り替えております。

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産（FVTPL金融資産）：

償却原価で測定する金融商品、またはその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資

産の要件を満たさない金融資産については、「FVTPL金融資産」に分類し公正価値で測定して

おります。純損益を通じて公正価値で測定し、ヘッジ関係にない金融資産による公正価値の

変動は、損益が発生した期間にその他の金融収入（支出）として純損益に計上しております。

この分類には主に負債性金融商品が該当します。

当社グループはデリバティブを除くすべての金融負債を、「償却原価で測定する金融負債」に

分類しております。金融負債は認識時点での公正価値で当初測定し取引コストを除いた後、

実効金利法による償却原価で測定しております。この分類には主に営業債務が該当します。

為替リスクを管理するために活用されているデリバティブ金融商品は、認識時点での公正価

値で当初測定した後、各会計期間末の公正価値で再測定しております。適格なキャッシュ・

フロー・ヘッジのヘッジ手段に指定されたデリバティブを除き、公正価値の変動はその他の

金融収入（支出）として計上しております。

② 金融商品の認識中止

金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した場合、または金融資産

の所有に係るリスクと経済的価値のほとんどすべてを移転する取引において当該金融資産の

キャッシュ・フローを受け取る契約上の権利を移転する場合、金融資産の認識を中止してお

ります。

金融負債は、契約上の義務が免責、取消、または失効となった場合に、認識を中止しており

ます。

③ 金融資産の減損損失

当社グループは、償却原価で測定する金融資産、及びその他の包括利益を通じて公正価値で

測定する負債性金融商品について、予想信用損失に対する減損損失を認識しております。

当社グループは、IFRS第15号の範囲に含まれる取引から生じた営業債権に対する損失評価引

当金を、常に全期間の予想信用損失に等しい金額で測定しております。
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その他の償却原価で測定する金融資産、及びその他の包括利益を通じて公正価値で測定する

負債性金融商品については、これらに係る信用リスクが会計期間末において、当初認識時以

降に著しく増大していない場合、当該金融商品に係る損失評価引当金を12か月の予想信用損

失と同額で測定しております。当社グループは、金融商品がグローバルに認識されている

“投資適格”に値する場合、信用リスクは低いとみなしております。当社グループでは“投資

適格”をMoody's社でBaa3以上、S&P社でBBB-以上とみなしております。一方、金融資産に係

る信用リスクが当初認識時以降に著しく増大している場合に、当該金融商品に係る損失評価

引当金を全期間の予想信用損失と同額で測定しております。当社グループは、契約上の支払

の期日経過が30日超である場合、当該金融資産の信用リスクが著しく増大したとみなしてお

ります。また、取引の相手方が債務を完全に支払う見込みがない場合、当該金融資産は債務

不履行の状態にあるとみなしております。取引先が債務不履行に陥っているかの判定は、当

社で作成したデータに基づき定性的・定量的に行っております。一部の金融資産については、

外部データを用いて判定しております。

ある金融資産の全体または一部分を回収するという合理的な予想を有していない場合には、

当該金額を金融資産の帳簿価額から直接償却しております。これは顧客が直接減額の対象と

なる金額を支払うに足る十分なキャッシュ・フローを生み出す資産あるいは収入源がない場

合であると当社グループはみなしております。しかし、当社グループの債権を回収する方針

を遵守し、直接減額された金融資産であってもなお、債務の履行を促す活動の対象となりま

す。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

当社グループは為替リスクに対するヘッジを目的とし、先物為替予約取引を行っております。

ヘッジ会計の利用は特定の重要な取引に制限しております。ヘッジ会計の要件を満たすには、

ヘッジ関係の文書化、高い発生可能性、ヘッジの有効性及び測定の信頼性等、いくつかの厳し

い基準を満たす必要があります。経済的観点からヘッジ関係にあると考えられる取引であって

も、これらの要件が満たされていない場合、当該ヘッジ関係はヘッジ会計として適格ではあり

ません。この場合のヘッジ手段とヘッジ対象は、ヘッジ会計を適用していない独立の項目とし

て認識されます。このようなヘッジ会計を適用していないデリバティブは公正価値で測定さ

れ、公正価値の変動はその他の金融収入（支出）で認識されます。なお、IFRS第９号を適用す

る際に、IFRS第９号のヘッジ会計に関する規定の代わりに、IAS第39号のヘッジ会計に関する

規定を引き続き適用するという会計方針を選択することができるため、当社グループは引き続

きIAS第39号のヘッジ会計に関する規定を適用しています。

キャッシュ・フロー・ヘッジ：キャッシュ・フローの変動可能性のうち、認識されている資

産・負債に関連する特定のリスクまたは可能性の非常に高い予定取引に起因し、純損益に影

響し得るものに対するヘッジです。ヘッジ手段は公正価値で測定されます。ヘッジとして有

効な部分の公正価値の変動はその他の包括利益として認識され、非有効部分はその他の金融

収入（支出）に計上しております。ヘッジ関係が、非金融資産・非金融負債の為替リスクを

ヘッジする確定約定または可能性が高い予定取引である場合には、それらが認識される際

に、それまでその他の包括利益で認識されていたヘッジ手段の公正価値の累積変動額を非金

融資産・非金融負債の当初の帳簿価額に振り替えており、また、それ以外の予定取引である

場合には、ヘッジ対象が純損益に影響を与えるのと同じ期の純損益に振り替えております。

その他のヘッジされた予定キャッシュ・フローについては、純損益に影響を与えるのと同じ

期に、それまでその他の包括利益で認識されていたヘッジ手段の公正価値の累積変動額をそ

の他の金融収入（支出）に振り替えております。ヘッジ手段が売却、失効、終了または行使

された場合、ヘッジがヘッジ会計の要件を満たさなくなった場合及びヘッジ指定を取り消し

た場合は、ヘッジ会計を将来に向けて中止しております。予定取引の発生の可能性がなくな

った場合、それまでその他の包括利益で認識されていたヘッジ手段の公正価値の累積変動額

を、直ちにその他の金融収入（支出）に振り替えております。
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(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は取得原価または正味実現可能価額のいずれか低い方で計上しております。製品、仕

掛品及び半製品の取得原価は、原材料費、直接労務費、直接経費及び正常生産能力に基づく製

造間接費を含んでおります。取得原価は総平均法で計算しております。正味実現可能価額は、

見積売価から完成までの見積原価及び通常の営業過程における販売に要する見積費用を控除し

た額となります。

(4) 有形固定資産及び無形資産の評価基準、評価方法及び減価償却または償却の方法

① 有形固定資産

有形固定資産の取得原価は、当初、購入に要した支出または建設に要した原価により計上し

ております。取得原価には、会社が意図した場所や状態で稼動を可能にするために必要とな

る費用、例えば、準備、据付、組立の費用や専門家への報酬を含みます。バリデーション

（性能が確保されていることを検証すること）費用を含む、取得した資産が適切に機能してい

るかどうか確認を行う試験の費用は、当初の建設に要した取得原価に含めております。

土地を除く有形固定資産は、定額法により減価償却を行っております。減価償却に係る見積

耐用年数の主なものは以下のとおりです。

構築物 40年

建物 10年～50年

機械装置及び備品 ３年～15年

有形固定資産が複数の構成要素に分割できる場合には、その構成要素ごとに、それぞれ該当

する耐用年数を適用しております。資産の耐用年数の見積りは定期的に見直しを行い、必要

がある場合には耐用年数の短縮を行っております。修繕及び保守費用は発生した時点で費用

としております。

② 無形資産

購入した特許権、商標権、許諾権及びその他の無形資産は取得原価で計上しております。こ

れらの無形資産を企業結合を通じて取得した場合は公正価値で計上しております。無形資産

は利用可能となった時点から耐用年数にわたり定額法により償却しております。耐用年数は、

法的存続期間または経済的耐用年数のうちいずれか短い年数を採用し、定期的に見直しを行

っております。

主な無形資産の見積耐用年数は、以下のとおりです。

製品関連無形資産 １年～18年

マーケティング関連無形資産等 ５年

技術関連無形資産 ２年～９年

③ 有形固定資産及び無形資産の減損損失

有形固定資産及び利用可能な無形資産について減損の兆候がある場合、各会計期間末に減損

の判定を実施しております。また、利用可能でない無形資産は、毎年、減損の判定を行って

おります。資産の回収可能価額（公正価値から売却費用を控除した額または使用価値のいず

れか高い方）が帳簿価額を下回った場合は帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失と

して純損益で認識しています。使用価値は将来のキャッシュ・フローを見積り、適切な長期

金利を使用し、時間的価値を考慮したうえで算定しております。減損損失が発生した場合、

当該資産の耐用年数を見直し、必要に応じて耐用年数を短縮しております。

減損の戻入は、減損の額が減少し、その減少が減損後に発生した事象に客観的に関連付ける

ことができる場合に連結損益計算書を通じて認識しております。

- 10 -



(5) 重要な引当金の計上基準

引当金は、経済的資源の流出が生じる可能性が高く、法的または推定的債務があり、当該債務

の金額について信頼性のある見積りができる場合に計上しております。事業再編引当金は、当

社グループが事業再編に伴う詳細な計画を発表または開始した時点で計上しております。引当

金は、最終的に生じると見込まれる債務の見積額を、貨幣の時間的価値に重要性がある場合に

は割り引いて計上しております。

(6) 退職後給付の会計処理方法

確定拠出制度については、当社グループが支払う拠出額を、従業員が関連する勤務を提供した

会計期間の営業損益に含めて計上しております。

確定給付制度については、制度債務の現在価値と制度資産の公正価値の純額を、負債または資

産として連結財政状態計算書に計上しております。

確定給付負債（資産）の純額の変動は次のように計上しております。当期勤務費用は営業損益

に含めております。過去勤務費用及び制度清算に伴う損益は発生時にその他の営業収益（費

用）として認識しております。また、確定給付負債（資産）の純額に係る利息純額は金融費用

として計上しております。数理計算上の仮定の変更や見積りと実績との差異に基づく数理計算

上の差異及び制度資産に係る収益（確定給付負債（資産）の純額に係る利息純額に含まれる金

額を除く）は、その他の包括利益に計上しております。確定給付負債（資産）の純額に係る利

息純額は、制度資産に係る利息収益及び制度債務に係る利息費用から構成されております。利

息純額は、期首の確定給付負債（資産）の純額に期中の拠出及び給付支払いによる変動を考慮

し、制度債務の現在価値の測定に用いられるものと同じ割引率を乗じて算定しております。

ある確定給付制度の積立超過を他の制度の債務を決済するために使用できる法的権限を当社グ

ループが有している場合を除いて、制度間の資産と負債は相殺しておりません。

(7) 収益及び費用の計上基準

製商品売上高：製商品の販売は「製商品売上高」として計上しております。

製商品売上高は、製商品の支配が顧客に移転することによって顧客との契約における約束（履

行義務）が充足されたときに認識しております。約束された製商品の支配とは、当該製商品の

使用を指図し、当該製商品からの残りの便益のほとんどすべてを獲得する能力を指しておりま

す。支配は、引き渡しと顧客検収条項に従い、一般的に出荷もしくは引き渡し、顧客の製商品

の受領時に移転します。当社グループは、製商品が顧客に引き渡された時点から概ね４ヶ月以

内に顧客から支払いを受けております。なお、重大な金融要素は含んでおりません。製商品売

上高（取引価格）は製商品と交換に当社が受け取ると見込んでいる対価の金額であり、消費税

など第三者のために回収する金額を除いております。当社グループは約束した製商品が顧客に

移転する前に対価を受領、もしくは受領が確定している場合は繰延収益（契約負債）を認識し

ております。

その他の売上収益：その他の売上収益にはロイヤルティ収入、ライセンス導出契約からの収

入、協同パートナーとの利益分配契約からの収入等が含まれます。

知的財産のライセンスと交換に約束した売上高ベースまたは使用量ベースのロイヤルティに係

る収入は、その後の売上または使用に基づき認識しております。

ライセンス導出契約からの収入は通常、製品や技術に関する知的財産をライセンスとして第三

者に供与し、契約一時金、マイルストン及びその他類似した支払いの受領から発生します。ラ

イセンス導出契約には、導出以降の義務が一切ない場合、または研究、後期開発、規制当局承

認、共同販促、製造への関与を含んでいる場合があります。導出されるライセンスは、通常は

知的財産を使用する権利であり、一般的に固有のものであります。そのため、ライセンス導出

契約に複数の履行義務が含まれている場合、残余アプローチによりそれぞれの履行義務に対す

る取引価格を配分しております。契約一時金及びその他のライセンス収入は、残余アプローチ
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を使用し収入の一部を他の履行義務に繰り延べない限り、通常はライセンスの供与をもって認

識しております。導出以降の履行義務に対応する繰延収益に関しては、それぞれの履行義務を

充足した時に、負債の認識の中止及び収益の認識をしております。マイルストン収入はマイル

ストン条件を達成する可能性が非常に高く、収益の戻入のリスクが非常に低くなった時点で認

識しております。当社グループは、当該履行義務が充足された時点から概ね４ヶ月以内に顧客

から支払いを受けております。なお、重大な金融要素は含んでおりません。

協同パートナーとの利益分配契約からの収入は、協同パートナーが売上と売上原価を計上する

際に認識しております。当社グループは、当該履行義務が充足された時点から概ね４ヶ月以内

に顧客から支払いを受けております。なお、重大な金融要素は含んでおりません。

(8) 外貨換算の基準

当社グループの在外子会社は、原則として現地通貨を機能通貨としておりますが、一部、その

企業の活動する経済環境が主に現地通貨以外である場合には、現地通貨以外を機能通貨として

おります。当社グループの外貨建取引は取引日時点での為替レートを適用してそれぞれの機能

通貨に換算しております。適格なキャッシュ・フロー・ヘッジはその他の包括利益として繰り

延べられますが、外貨建取引の決済並びに外貨建貨幣性資産及び負債の期末日における評価で

生じる損益はその期間の純損益に認識しております。

連結計算書類作成に際し、日本円以外を機能通貨としている在外子会社の資産及び負債は、期

末時点の為替レートを適用し日本円に換算しております。損益及びキャッシュ・フローは、期

中平均為替レートで日本円に換算しております。期首と期末の換算レートの差による換算差額

及び損益に係る期中平均為替レートと期末時点の為替レートによる換算差額はその他の包括利

益に直接計上しております。

(9) 記載金額

連結計算書類において、百万円単位未満を四捨五入して記載しております。
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【会計上の見積りに関する注記】

会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結

会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは以下のとおりであります。

繰延税金資産の回収可能性

1. 当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した金額：繰延税金資産 88,304百万円

2. 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

繰延税金資産は、将来減算一時差異等を利用できる課税所得が生じる可能性が高い範囲内で認識

しております。当該回収可能性の判断は、当社グループの事業計画に基づいて見積もった将来獲

得しうる課税所得を前提としております。

課税所得が生じる時期及び金額は、将来の不確実な経済条件の変動によって影響を受ける可能性

があり、実際に発生した時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類

における繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

なお、当社グループは、2023年５月に公表されたIAS第12号の改訂「国際的な税制改革－第２の柱

モデルルール」を適用しております。当該改訂に従い、グローバル・ミニマム課税制度から生じ

る法人所得税については、これに関する繰延税金資産及び負債を認識しておらず、開示にも含め

ておりません。
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【連結財政状態計算書に関する注記】

1. 有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額 239,325百万円

【連結損益計算書に関する注記】

1. その他の営業収益（費用）の内訳

その他の営業収益 9,230百万円

その他の営業費用 △589百万円

合計 8,641百万円

当連結会計年度において、その他の営業収益のうち、主なものは事業所閉鎖に伴う固定資産売却

益8,708百万円です。

【連結持分変動計算書に関する注記】

1. 当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 1,679,057,667株

当連結会計年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 33,344,248株

2. 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2025年３月27日
定時株主総会

普通株式 93,795 57 2024年12月31日 2025年３月28日

2025年７月24日
取締役会

普通株式 205,713 125 2025年６月30日 2025年８月28日

3. 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議予定 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2026年３月26日
定時株主総会

普通株式 241,920 利益剰余金 147 2025年12月31日2026年３月27日

4. 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間が到来しているもの）の目的となる株
式の数
新株予約権

第13回新株予約権
(ストック・オプション)

発行決議の日 2016年４月22日

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 49,800株

(注) 当社は、2020年１月21日開催の取締役会決議に基づき、2020年７月１日を効力発生日として、
普通株式を１株につき３株の割合をもって分割しており、新株予約権の目的となる株式の数を
調整しております。
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【金融商品に関する注記】

1. 金融商品の状況に関する事項

事業及び財務活動に伴い、当社グループはさまざまな財務リスクにさらされております。財務リ

スクは、主に為替レート、金利、株価、取引相手の信用度及び支払能力の変化に起因するもので

す。

当社グループにおける財務リスク管理は、取締役会によって承認を受けた方針に基づいて行われ

ております。当該方針は信用リスク、流動性リスク及び市場リスクに対応しており、リスクの上

限、投資適格な金融商品やモニタリング手続きについての指針を提供しております。方針の遵守

及び日々のリスク管理は関連する部門によって行われており、これらのリスクに関する定期的な

報告は財務経理部門及び管理部門によって行われております。

(1) 信用リスク

営業債権及びその他の債権は取引先の信用リスクにさらされております。営業債権は主に売掛

金です。営業債権は、カントリー・リスクの評価、与信限度額の設定、継続した信用調査及び

取引先のモニタリングに重点を置いた管理を行っております。モニタリングとは、営業管理部

門が経理規程に従い、主要な取引先ごとに営業債権の期日及び残高を管理し、延滞状況及び財

務状況等の悪化による回収懸念を早期に把握し軽減を図ることであります。

営業債権の管理は、リスクを許容可能な水準に保ちながら資産の利用を最適化することによっ

て、当社グループの成長及び収益性を維持することを目的としております。営業債権の回収を

担保することが適切な場合には、信用保険及び類似の信用補完手続きを実施しております。な

お、当連結会計年度末及び前連結会計年度末において、担保として保有している重要な資産は

ありません。

(2) 流動性リスク

流動性リスクは、支払義務が即時に利用可能な金融資産の金額を超過する場合に発生します。

流動性リスクに対する当社グループのアプローチは、流動性の需要に即時に対応できるだけの

十分な手許資金を維持することにあります。財務経理部門が各部門からの報告に基づき資金繰

り計画を作成及び更新することにより、流動性リスクを管理しております。

当社は１社以上の格付機関によって高い信用格付を受けております。この結果、重要な資金調

達を行う必要が生じた場合には、国際的な資本市場への効率的なアクセスが可能となっており

ます。

(3) 市場リスク

市場リスクは、当社グループが保有する金融資産及び金融負債の市場価格の変動から生じま

す。市場価格の変動は、主に為替レート及び金利の変動によるものであり、当社グループの純

損益及び資本に影響を与えます。

為替リスク：外貨建ての営業債権及びその他の債権並びに営業債務及びその他の債務は、為

替リスクにさらされております。為替リスク管理活動の目的は、当社グループが保有する現

在及び将来の資産の経済的価値を維持し、当社グループの業績の変動を最小化することにあ

ります。

当社グループは、外貨建債権及び外貨建債務それぞれに係る為替リスクに対するヘッジを目

的とし、先物為替予約取引を行っております。また、その一部はキャッシュ・フロー・ヘッ

ジとして予定取引の段階でヘッジ指定しております。

外貨建債権債務の為替リスクをヘッジするために用いるデリバティブ取引は、当社グループ

内で規定された管理体制に基づいて実施しており、取引残高・評価損益等の取引の状況を、

月次で公正価値を用いて把握しております。なお、子会社はデリバティブ取引を行っており

ません。
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金利リスク：当社グループが保有する有利子負債及び貸付金の残高はなく、リース負債はリ

ース契約の規模及び現在の低金利の経済状況を鑑みると当社グループにおける金利リスクは

軽微です。

2. 金融商品の公正価値に関する事項

当社グループが保有する金融商品として、その他の非流動資産に含まれる資本性金融商品及び負

債性金融商品、営業債権及びその他の債権、有価証券、現金及び現金同等物、その他の流動資産

に含まれるデリバティブ金融資産、営業債務及びその他の債務、その他の流動負債に含まれるデ

リバティブ金融負債、その他の非流動負債及びその他の流動負債に含まれるリース負債がありま

す。これらの帳簿価額は公正価値と一致または近似しております。また、リース負債の公正価値

の開示は要求されません。

3. 金融商品の公正価値のレベルごとの内訳等に関する事項

公正価値で測定する金融商品

経常的な公正価値測定を行う際の評価技法へのインプットを３つのレベルに分類しております。

レベル１－活発な市場における同一資産及び負債の無修正の相場価格

レベル２－レベル１に含まれる相場価格以外で、直接または間接に観察可能なインプット

レベル３－観察不能なインプットを含む、評価技法を用いて測定された公正価値

公正価値ヒエラルキー （単位：百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券

短期金融資産 － 529,984 － 529,984

負債性金融商品 269 20,000 137 20,406

その他の流動資産

デリバティブ金融資産 － 14,145 － 14,145

その他の非流動資産

資本性金融商品 － － 8,452 8,452

負債性金融商品 － 11,804 4,114 15,918

金融資産合計 269 575,933 12,703 588,905

その他の流動負債

デリバティブ金融負債 － 93,351 － 93,351

金融負債合計 － 93,351 － 93,351

レベル１の金融資産には、社債が含まれております。レベル２の金融資産には、主に譲渡性預金、

金銭信託、コマーシャル・ペーパー、デリバティブが含まれております。

レベル２の公正価値測定は下記のように行っております。

有価証券、負債性金融商品及びデリバティブ金融商品は、観察可能な金利、イールド・カーブ、

為替レートの市場のデータ、また測定日における類似の金融商品に含まれるボラティリティなど

を指標とする評価モデルを使用しています。

当社グループでは、公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替が生じた場合、各会計期間末にこれ

を認識しております。なお、レベル１とレベル２の間において振替はありません。

レベル３には主に出資金、非上場株式が含まれております。観察不能なインプットを含む、評価

技法を用いて公正価値を測定しています。
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レベル３に分類された金融商品の期首残高から期末残高への調整表

（単位：百万円）

その他の包括利益を
通じて公正価値で測
定する金融資産

純損益を通じて公
正価値で測定する

金融資産
合計

期首残高 4,043 2,500 6,543

利得または損失 203 1,589 1,792

購入 4,473 103 4,576

売却・償還 △130 △79 △209

期末残高 8,589 4,114 12,703

【収益認識に関する注記】

収益の分解 （単位：百万円）

顧客との契約から

生じる収益

その他の源泉から

生じる収益
合計

製商品売上高 1,103,392 △25,590 1,077,803

日本 472,365 － 472,365

海外 631,027 △25,590 605,437

その他の売上収益 177,017 3,121 180,138

ロイヤルティ及び

プロフィットシェア収入
169,557 3,121 172,679

その他の営業収入 7,460 － 7,460

その他の源泉から生じる収益は、相手先が顧客とはみなされない場合の協同パートナーとの利益分

配契約からの収入及びヘッジ利得または損失から生じております。

契約残高 （単位：百万円）

当連結会計年度

（2025年12月31日）

顧客との契約から生じた債権 386,567

受取手形及び売掛金 317,536

その他の債権（流動資産） 68,571

その他の債権（非流動資産） 460

契約資産 2,103

契約資産は、主に製剤化ライセンス付与に関連する変動対価であり、通常、顧客が対価を支払うか

または支払期限が到来する前に、当社グループが商品またはサービスを顧客へと移転する場合（対

価に対する権利が無条件である債権を除く）に増加し、当社グループが顧客へと請求することによ

り減少します。

過去の期間に充足された（または部分的に充足された）履行義務に関して当連結会計年度に認識し

た収益の金額は164,988百万円です。

これは、主に受取ロイヤルティやマイルストン収入で構成されています。
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残存履行義務に配分した取引価格

当初の予想期間が１年を超える残存履行義務に配分した取引価格の2025年12月31日現在の総額に重要

性はありません。なお、当社グループでは、当初の予想期間が１年以内である残存履行義務に関して

は開示しない実務上の便法を採用しております。

また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

【１株当たり情報に関する注記】

1. １株当たり当社の株主帰属持分 1,230円91銭

2. 基本的１株当たり当期利益 263円73銭
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株 主 資 本 等 変 動 計 算 書［日 本 基 準]

(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

固定資産
圧縮
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 73,202 93,050 3,911 96,961 6,480 1 149,220 1,449,161 1,604,863

当 期 変 動 額

固 定 資 産 圧 縮
積 立 金 の 取 崩

△1 1 －

剰 余 金 の 配 当 △299,508△299,508

当 期 純 利 益 401,314 401,314

自己株式の取得

自己株式の処分 617 617

株主資本以外の項目
の当期変動額（純額)

当 期 変 動 額 合 計 － － 617 617 － △1 － 101,808 101,806

当 期 末 残 高 73,202 93,050 4,528 97,578 6,480 － 149,220 1,550,969 1,706,669

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権純資産合計
自己株式

株主資本
合計

その他有価
証券評価
差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △26,192 1,748,834 △750 △2,598 △3,348 63 1,745,549

当 期 変 動 額

固 定 資 産 圧 縮
積 立 金 の 取 崩

－ －

剰 余 金 の 配 当 △299,508 △299,508

当 期 純 利 益 401,314 401,314

自己株式の取得 △7 △7 △7

自己株式の処分 151 768 768

株主資本以外の項目
の当期変動額（純額)

372 △29,841 △29,469 △44 △29,513

当 期 変 動 額 合 計 144 102,567 372 △29,841 △29,469 △44 73,054

当 期 末 残 高 △26,048 1,851,401 △377 △32,439 △32,817 19 1,818,604
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個 別 注 記 表

【重要な会計方針に関する事項】

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券…………………………償却原価法（定額法）

子会社株式及び関連会社株式………………移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの………時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定）

市 場 価 格 の な い 株 式 等………移動平均法による原価法

なお、投資事業組合への出資（金融商品取引法第

２条第２項により有価証券とみなされるもの）に

ついては、投資事業組合の損益の純額に対する持

分相当額を取り込む方法によっています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法……時価法

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有する棚卸資産……主として総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げ

の方法により算定）

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産…………………………………・建物及び構築物：定額法

・その他：定率法

(2) 無形固定資産…………………………………定額法

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内に

おける利用可能期間（５年）に基づいております。

3. 引当金の計上基準

貸 倒 引 当 金 売上債権等の貸倒れによる損失に備えて、一般債権につい

ては、貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等につい

ては、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上

しております。

賞 与 引 当 金 従業員賞与の支給に備えて、当事業年度の負担する支給見

込額を計上しております。

役 員 賞 与 引 当 金 役員賞与の支給に備えて、当事業年度の負担する支給見込

額を計上しております。
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退 職 給 付 引 当 金 従業員の退職給付に備えて、当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当

事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付

算定式基準によっております。

過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定年数（10年）による定率法により費用処

理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定年数（10年）による定率法

により按分した額をそれぞれ発生時の翌事業年度から費用

処理しております。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 繰延資産の処理の方法

株式交付費は、支出時に全額費用として処理しております。

(2) ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約取引

ヘッジ対象…外貨建予定取引及び外貨建債権債務

ヘッジ方針

外貨建取引に係るヘッジ取引は、社内管理規程に基づき、為替変動に伴うキャッシュ・フロ

ー変動リスクのヘッジを目的として行っております。

ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動

の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。

(3) 収益及び費用の計上基準

製商品売上高：製商品の販売は「製商品売上高」として計上しております。

製商品売上高は、製商品の支配が顧客に移転することによって顧客との契約における約束（履

行義務）が充足されたときに認識しております。約束された製商品の支配とは、当該製商品の

使用を指図し、当該製商品からの残りの便益のほとんどすべてを獲得する能力を指しておりま

す。支配は、引き渡しと顧客検収条項に従い、一般的に出荷もしくは引き渡し、顧客の製商品

の受領時に移転します。当社は、製商品が顧客に引き渡された時点から概ね４ヶ月以内に顧客

から支払いを受けております。なお、重大な金融要素は含んでおりません。製商品売上高（取

引価格）は製商品と交換に当社が受け取ると見込んでいる対価の金額であり、消費税など第三

者のために回収する金額を除いております。当社は約束した製商品が顧客に移転する前に対価

を受領、もしくは受領が確定している場合は繰延収益（契約負債）を認識しております。

その他の売上収益：その他の売上収益にはロイヤルティ収入、ライセンス導出契約からの収

入、協同パートナーとの利益分配契約からの収入等が含まれます。

知的財産のライセンスと交換に約束した売上高ベースまたは使用量ベースのロイヤルティに係

る収入は、その後の売上または使用に基づき認識しております。
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ライセンス導出契約からの収入は通常、製品や技術に関する知的財産をライセンスとして第三

者に供与し、契約一時金、マイルストン及びその他類似した支払いの受領から発生します。ラ

イセンス導出契約には、導出以降の義務が一切ない場合、または研究、後期開発、規制当局承

認、共同販促、製造への関与を含んでいる場合があります。導出されるライセンスは、通常は

知的財産を使用する権利であり、一般的に固有のものであります。そのため、ライセンス導出

契約に複数の履行義務が含まれている場合、残余アプローチによりそれぞれの履行義務に対す

る取引価格を配分しております。契約一時金及びその他のライセンス収入は、残余アプローチ

を使用し収入の一部を他の履行義務に繰り延べない限り、通常はライセンスの供与をもって認

識しております。導出以降の履行義務に対応する繰延収益に関しては、それぞれの履行義務を

充足した時に、負債の認識の中止及び収益の認識をしております。マイルストン収入はマイル

ストン条件を達成する可能性が非常に高く、収益の戻入のリスクが非常に低くなった時点で認

識しております。当社は、当該履行義務が充足された時点から概ね４ヶ月以内に顧客から支払

いを受けております。なお、重大な金融要素は含んでおりません。

協同パートナーとの利益分配契約からの収入は、協同パートナーが売上と売上原価を計上する

際に認識しております。当社は、当該履行義務が充足された時点から概ね４ヶ月以内に顧客か

ら支払いを受けております。なお、重大な金融要素は含んでおりません。

(4) 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法

は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

(5) 記載金額

計算書類において、百万円単位未満を四捨五入して記載しております。
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【会計上の見積りに関する注記】

会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係

る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは以下のとおりであります。

繰延税金資産の回収可能性

1. 当事業年度に係る計算書類に計上した金額：繰延税金資産 117,909百万円

2. 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結注記表の【会計上の見積りに関する注記】に記載しているため、記載を省略しております。
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【貸借対照表に関する注記】

1. 有形固定資産の減価償却累計額 127,531百万円

2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 50,431百万円

長期金銭債権 460百万円

短期金銭債務 96,390百万円

【損益計算書に関する注記】

1. 売上高の内訳

製商品売上高 1,065,860百万円

その他の売上収益 180,218百万円

2. 関係会社との取引高

関係会社に対する売上高 16,725百万円

関係会社からの仕入高 185,145百万円

関係会社に対する原材料有償支給高 58,164百万円

関係会社との営業取引以外の取引高 10,854百万円

3. 営業外収益の内訳

「営業外収益」の「その他」のうち、主なものは不動産賃貸料3,583百万円です。

4. 営業外費用の内訳

「営業外費用」の「その他」のうち、主なものはデリバティブ費用9,749百万円です。

【株主資本等変動計算書に関する注記】

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 33,344,248株
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【税効果会計に関する注記】

繰延税金資産の発生の主な原因は税務上の前払費用額及び税務上の貯蔵品額であります。

【関連当事者との取引に関する注記】

1. 子会社及び関連会社等

属性 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合

（％）

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

子会社
中外製薬工業
株式会社

所有
直接 100.0

医薬品の製造委託
役員の兼任 無

医薬品の
製造委託

108,436 買掛金 7,750

医薬品
原材料の
有償支給

58,164 未収入金 39,957

資金の貸付 237,800
短期貸付金 168,800資金の回収 219,500

利息の受取 2,287

子会社
中外ファーマ・
ヨーロッパ・
リミテッド

所有
直接 100.0

医薬品の販売、
開発・申請
役員の兼任 無

資金の預り
（注3）

10,882 短期借入金 76,177

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 営業取引については、市場価格を勘案して協議のうえ、決定しております。
(2) 資金取引については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(3) 資金の預りについては、CMS（キャッシュ・マネージメント・システム）による取引であり、

取引金額は期中の平均残高を記載しております。

2. 兄弟会社等

属性 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合

（％）

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

親会社の
子会社

エフ・ホフマン・
ラ・ロシュ・
リミテッド

―
原材料の仕入等
役員の兼任 有

医薬品
原材料の
仕入

258,731 買掛金 35,177

医薬品の
売上

724,053 売掛金 237,467

(注) 営業取引については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。

3. 役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。
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【収益認識に関する注記】

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表の「5. 会計方針に関

する事項 (7) 収益及び費用の計上基準」及び「【収益認識に関する注記】」に同一の内容を記載して

いるため、注記を省略しております。

【１株当たり情報に関する注記】

1. １株当たり純資産額 1,105円04銭

2. １株当たり当期純利益 243円86銭

- 26 -




